
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更
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○ 直轄工事・業務では、感染拡大防止のために必要と認められる対策について、精算時に契約変更を実施。
※以下の例に限らず、受発注者の協議により設計変更の対象となることもあるため、様々な工夫を期待（契約額に大きく関わる対策は前広な協議を）

（設計変更の対象とする対策の例）
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